
 

 

 
2008 年安全報告書 阪急電鉄株式会社

 ２  安全管理体制 

2-１  安全管理体制及び安全管理推進委員会  

 

1 安全管理体制と主な役割  
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   社 長 1 

    鉄道事業の実施及び管理の体制と規程を定め、設備、輸送、要員、投資、予算等、

必要な中期経営計画の策定に際しては、安全性及び実現可能性の観点から検証して

状況の把握と必要な改善を行います。 

   安全統括管理者 2 

    鉄道施設、車両、運転取扱いの安全確保を最優先し、輸送業務の実施及び各管理

部門を統括管理するため、安全管理規程の周知や関係法令等の遵守と安全第一の意

識を徹底させ、輸送業務の実施、管理の状況及び中期経営計画に定める安全性向上

施策の実施状況を随時、確認し、必要な改善の措置を講じます。 

   運転管理者 3 

    安全で安定した輸送を確保するため、運転関係の係員及び鉄道施設、車両を総合

的に活用し、運行計画の設定及び改定や乗務員及び車両の運用、列車の運行の管理、

乗務員の育成及び資質の維持等、運転に関する業務の管理を行います。 

   乗務員指導管理者 4 

    運転管理者の指示や命令を受けて、乗務員の資質の維持管理を行い、資質の充足

状況に関する定期的な確認及び報告を行います。 

 



 
2 安全管理推進委員会 

 

安全管理推進委員会では、輸送業務の実施方法や管理方法を確認し、事故の再発

防止対策等、安全性を向上する施策を進めています。また、安全管理推進委員会の

下部組織に事故の再発防止を検討する事故防止対策検討会と事故を未然に防止する

施策を検討する運転保安向上検討会を設置し、各部門が横断的に検討を行っていま

す。 
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本部安全管理推進委員会 

全社安全管理推進委員会 

   全社安全管理推進委員会 1 

社長以下、取締役、部長、各部門の副部長

等で組織し、臨時を除き年 2 回（春･秋）開催

します。 

   本部安全管理推進委員会 2 

都市交通事業本部長以下、部長、副部長、

各部門の調査役等で組織し、月１回開催を基

本とし、必要に応じて臨時開催します。 

   各部門安全管理推進委員会 3 

運転、車両、施設、電気の各部門には、本

部安全管理推進委員会の下部組織として、部

門別の安全管理推進委員会や作業部会を設

け、各部門における安全施策の検討並びに推

進、及び潜在する危険要因の検討等を行って

います。 

   事故防止対策検討会 4 

都市交通事業本部が協力一致して、事故や事故のおそれのある事態、災害その他

輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態の防止または被害の拡大防止に関

する施策を効率的かつ効果的に推進することを目的として開催します。 

   運転保安向上検討会 5 

    運転保安を向上するため、ＡＴＳ装置や踏切、ホーム、無線等の検討を推進する

横断的な検討会を本部安全管理推進委員会の下部組織として設立しました。 

 

 
3 安全管理規程・安全管理推進委員会規程 

 

安全管理規程は、安全管理体制を確立して輸送の安全水準の維持、向上を図るため

に、運営方針や事業の実施並びに管理の体制及び方法を定めています。また、安全管

理推進委員会規程は、輸送業務の実施方法や管理方法の確認とともに事故の再発防止

対策等の安全性向上施策を厳正に推進するために、同委員会の責務や運営方法等を定

めています。 
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